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編集者からのメッセージ

2023年最初のRisk WAtchをお読みくださりありがとうございます。 新しい年を皆さ

ま幸先よくスタートしていらっしゃることと思います。  

今回は、風力タービン用ブレードの輸送について取り上げます。風力タービン用ブ

レードは精巧に作られた重量物で、船積み中にも輸送中にもさまざまな問題を引き

起こしかねません。そこで、注意すべき点を改めてご紹介します。また、製造サプラ

イチェーンにおいてこのブレードの対極にあるとも言えるスクラップメタル貨物につ

いても取り上げ、輸送中の発火を防ぐための対策をご紹介します。

同じく問題をはらんだ貨物ということで、オリーブ残渣の輸送についても取り上げま

す。これはオリーブの圧搾で出る一種の廃水で、液状化により船舶の復原性を脅

かすおそれがある貨物です。また、液状化というテーマつながりで、最近起きたグ

ループA貨物の船積みに関する問題も取り上げます。グループA貨物はスパウトや

シュートを用いて非常に速く積まれてしまうと、液状化の危険性を見つけられないお

それがあります。

ロスプリベンションチームからは、沖合での漂泊時に役立つアドバイスをご紹介する

ほか、横揺れによるコンテナ落下を防ぐための対策を記した、最新の運航ガイダン

スの情報も提供します。

毎回のお願いではございますが、ご意見や取り上げてほしいテーマなどがありまし

たら、広報・マーケティングチームまでご連絡ください。  
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本号の「Risk Watch」をどうぞお楽しみください。有意義で、広く関心をお持ちいただける記事を

掲載し、さらに充実させるべく努めてまいります。皆さまのご意見をぜひお寄せください。　

britanniacommunications@tindallriley.com 

（翻訳）ブリタニヤ・ヨーロッパ日本支店 

こちらは英文の日本語訳です。日本語訳と英文の間に齟齬がある場合は英文の内容を優先く

ださるようお願い申し上げます。
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Jacob Damgaard 
Associate Director, Loss Prevention Singapore 
jdamgaard@tindallriley.com 
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風力タービン用
ブレードの輸送

この10年、洋上風力発電所の建設ラッシュが続いています。グリーン
エネルギーに移行する国々が増えているため、この先も建設需要はさ
らに高まる見込みです。これに伴い、ばら積み船や一般貨物船による
風力タービン用ブレードの輸送需要も高まっています。風力タービン
用ブレードは高価な上に損傷しやすいため輸送の際は細心の注意を
払う必要があります。

P&I保険によるカバー
風力タービン用ブレードの船積みを受け入れるにあたっては、ブリタニヤの 

アンダーライティングに事前にご連絡ください。担当者より、保険でてん補

可能な範囲や、追加カバーの必要性の有無についてお伝えします。

カーゴサーベヤー
ブレードは高価であるため、船員のサポート役としてサーベヤーを手配し、 

船積み時の立ち会いや、船積み後の貨物の固縛状態を確認してもらうこと

をお勧めします。サーベヤーは、ブレードの船積みや輸送経験があり、特別

に必要な荷役道具や固縛装置、溶接許可についても詳しい人のほうがよい

でしょう。 



積付時の注意点  

 

固縛・積付計画 

ブレードの安全な船積・積付を計画するには、具体

的な固縛・積付計画を立てる必要があります。計画

では積付時の荷重も細かく考えなければなりませ 

ん。この計画を基に構造強度や復原力の計算が行

われ、船体の強度や復原力が制限値内にとどまっ

ているか確認がなされます。この特殊貨物の輸送

に備えて、本船の復原力計算ソフトの更新が必要

になることもあるでしょう。更新する場合は船級協会

の承認が必要です。また船積みの前には、計画を

サーベヤーに入念に確認してもらうほか（手配した

場合）、船長、さらには荷送人の担当者にも検討・

確認してもらう必要があります。貨物の状態をよくチ

ェックし、もし損傷している部分があれば、小さな傷

であっても記録・報告しなければなりません。  

 

貨物固縛マニュアル   
積付の際は、貨物固縛マニュアル（csM）と貨物の積

付および固縛に関する安全実施基準（css）の要件に

従う必要があります。csMというのは、ラッシング力の

計算に必要なあらゆる情報や、必要なラッシング装置

を記載したものです（css附則13では、規格外の貨物

の輸送に十分耐えうる固縛条件を計算する方法を定

めています）。場合によっては、本船のcsMがこの貨

物の輸送に対応していることを、旗国や船級協会に

承認してもらう必要があるでしょう。 

 

 

荷役  
荷役は、入念なリスク評価を行い、荷役計画を立てた

上で行わなければなりません。荷役計画書には貨物

の取り扱い方を示した図も入れておくようにしてくださ

い。クレーン2基によるタンデムリフトを行う場合は、ク

レーンオペレーターやフォアマンをはじめとする関係

者の間で事前に話し合いをして、合図やコミュニケー

ション方法をきちんと取り決めておく必要があります。 

 

荷送人は、ブレードの重量や強度、

リフティングポイントや使用する道具

などについて正しい情報/書類を提

供する必要があります。船積み/荷

揚げや固縛に使用する装置はすべ

て、使用荷重が十分でなければなり

ません。荷役を行うクレーンオペレ

ーターには、ブレードをタンデムで吊

る場合の特殊事項に詳しいベテランを必ず起用する

ようにしてください。また、荷役道具が正しく取り付け

られているか入念に確認し、吊り上げている最中に

貨物に余分な曲げ応力がかかることのないようにし

てください。 

 

荷役中は、船体の復原性にも常に目を光らせておく

必要があります。タンデムリフトの場合、なかでも本

船のクレーンを使用する場合は、2基のクレーンが同

時に旋回すると船体が激しく傾くことがあるため、特

に注意が求められるでしょう。 

 

天候  
荷役中の天候の変化にも十分注意しなければなりま

せん。この貨物は長尺で比較的軽く、空力設計になっ

ていることから、風の影響を受けやすく、回転して損

傷してしまうことがあります。タンデムリフトなら、吊り

上げている間の安定性が増して貨物の回転が起こり

にくくなるため、このリスクを減らすことができます。  

 

風力タービン用 
ブレードの輸送
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風力タービン用ブレ
ードは高価な上に損
傷しやすいため、輸送
の際は細心の注意を
払う必要があります 
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積付設備の追加  
ブレードを積み付けるために特殊な形状のフレーム

や架台を船上に設置する場合は、動いて船体の復原

性を損なわないよう、必ず貨物のサイズに合わせた

ものを選び、船体に適切に設置して固定/溶接する必

要があります。ダンネージを使う場合も、貨物にぴっ

たり合わせて固定してください。フレームや架台など

をデッキ上に積む場合は、デッキやハッチカバーの許

容強度内に収まっていること、また、船体の縦強度と

縦復原力を損なわないことをよく確認する必要があり

ます。 

 

船体の改造  
溶接作業を行う場合は、自社で定めた安全手順と、

積地の規則がある場合はその規則の両方を必ず守

ってください。船体の改造には、船級協会や旗国の承

認が必要となります。ラッシングポイントの追加につ

いても、船級協会の承認が必要なことがあります。ブ

レードの船積み後に溶接作業を行う場合は、火花が

貨物に飛び散らないように注意してください。   

 

視界の悪化 

ブレードをデッキに積んで輸送する場合、船橋からの

視界が悪くなるおそれがあります。iMOはsOLAs条約

で船橋の視界確保に関する規則を定めており、この

規則に違反した場合は法令違反となり、P&i保険でて

ん補されなくなることもあります。ただ、視界悪化を補

うために監視カメラ（cctV）を設置することを条件に、

例外が認められたケースもあります。旗国からそのよ

うな例外を認められた場合、甲板部職員は、監視カメ

ラの使い方や、旗国から別途具体的に求められた見

張り条件を学び、スムーズに対応することが求められ

ます。また、スエズ運河やパナマ運河などでは、船橋

からの視界が悪い船舶に対して地元当局が別途規

則を設けていることがあり、その規則を守らないと通

航が許可されないため、それに備えて危機管理計画

も立てておく必要があります。 

 

航海中の貨物管理  

貨物がきちんと積み付けられているか出港前に確認

するのはもちろんですが、航海中も固縛がきちんと効

いているかチェックするため、確認手順を自社で定め

ておかなければなりません。貨物や固縛装置の状態

を定期的に写真に撮っておくなど、船積・積付に関す

る出来事は船員のほうですべて記録しておくことをお

勧めします。これは航海中も続けてください。貨物が

csMの要件に従って運ばれているか、会社として

csMより厳しい安全基準を設けている場合はその要

件に従って運ばれているかを確認するためです。 

 

航海中はラッシングを定期的に確認し、緩みなどの

変化が認められた場合は傭船者に連絡し、指示を仰

いでください。船長は心配な点があれば記録を取り、

写真に残しておくようにしましょう。貨物は甲板上に積

まれておりすぐに近づけない場合もあるため、ラッシ

ングの増し締めが必要なときは必ず、天候に問題が

なく安全に作業できる状況で行ってください。ブレード

が誤って損傷しないよう、航海中の貨物管理に関す

る詳しい指示を荷送人からもらうようにしてください。

ただしこの指示は絶対ではなく、船長が船の安全確

保のために必要と感じた場合は、自らの職権を行使

して構いません。 
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このところ北アフリカの港で、オリーブ残渣（「野菜残渣」や
「オリーブ圧搾廃水（OLIVE MILL WASTE WATER
[OMWW]）」と呼ばれることも）の船積みの引き合いがある
との情報を入手しました。オリーブ残渣はIMSBCコードの
グループA貨物ではありませんが、専門家によると、液状化
しやすいため船舶の復原性に影響をもたらす可能性がある
そうです。

船積みにあたっては、貨物の流動水分値（FMP）、運送許容
水分値（tML）、実際の水分値について、詳細な情報を荷送
人が提供してくれるでしょう。しかし、この貨物をはじめとした
野菜貨物については、tMLやFMPを確認する国際的に認め
られた検査がありません。こういった検査はあくまでグループ
Aの鉱石貨物用であり、オリーブ残渣は有機物だからです。

オリーブ残渣の船積みをお考えの場合は、クラブに連絡して
対応方法を相談することをお勧めします。

どの貨物でも同じですが、船積み前や荷役途中に貨物の外
観に心配な点が見られるなど、貨物の性質について懸念や
疑義がある場合は、クラブに必ずご連絡ください。緊急の場
合は、現地コレスポンデントにご連絡いただいても構いませ
ん。

コンテナ落下事故の防止 -
運航に関するガイダンス

要注意:
オリーブ残渣の輸送

V l ll id hil V l i h h h f h V l i h h h f hl i f h iA AA

そこでブリタニヤではメンバーの皆さまのために、Waves 
GroupならびにLloyd’s Registerと共同で、横揺れ状況に対処
するための簡単なガイダンスを作成しました。コンテナ船のブ
リッジチーム用に作成したこのガイダンスに従えば、パラメト
リック横揺れや同調横揺れにつながるような条件を特定しや
すくなり、こうしたリスクを緩和するための適切な対策を取り
やすくなります。

この運航ガイダンスはブリタニヤのウェブサイト（https://
bit.ly/3hNbclI）で無料で入手可能です。3,000～23,000tEU
のコンテナ船を対象とした内容となっています。印刷して船橋
に置いておけば、船を安全な状況に持っていくために速度や
針路を変える必要がある場合でも、参照してすぐに判断する
ことができるでしょう。 

航海中に荒天に遭遇するとさまざまな危険現象が起こりや
すく、それが過度な横揺れにつながることもあります。コン
テナ船の場合、過度な横揺れは荷崩れの原因にもなりま
す。コンテナが海上に落下して、船舶の安全と海洋環境を
脅かすおそれもあるでしょう。

過度な横揺れが発生した場合は、迅速な対応が必要です。
針路や速度を少し変えるだけでも危険な状況に陥るのを避け
られるでしょう。とはいえ、目まぐるしく変化して緊張を強いら
れる環境において、常に状況を認識して正しい判断を下すの
はそう簡単なことではありません。おまけに、いつも使用して
いるサポートツールがなかなか起動しない、横揺れ状態では
役に立たないといったことになれば、さらに難しい状況に追い
込まれます。   
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船積みにあたっては、貨物の運送許容水分値
（TML）と流動水分値（FMP）を正しく記載した
貨物申告書の提出を受ける必要があります。
また、現場で貨物の検査を行い、船積み時点に
おける貨物の実際の水分値を確認する必要も
あります。できれば、陸側に置かれている貨
物、さらには船内に積まれた貨物からもサンプ
ルを取って缶テストを行うのが望ましいでしょ
う。船積み中は貨物の状態をよく観察し、ホー
ルドで貨物が飛び散っていないかなど、水分過
多の兆候がないか確認が必要です。

グループA貨物は、たいていグラブやコンベヤで
船積みされますが、場所によってはスパウトや
シュートを使って積まれ、この場合は荷役速度
が大幅に速くなります。

例えば、チリのプンタ・ラドロネス港では、グル 
ープA貨物はシュートから積まれるのが一般的
です。この方法であれば速く積むことができま
す。ただ、iMsBcコード第4条に基づいて液状化
のおそれがないか入念な確認が必要なことに
は変わりありません。したがって、もし荷役速度
が速すぎて船長や船員が貨物の状態を見て安
全性や輸送適合性を確認できないようであれ
ば、未確認の状態で荷役をそのまま進めてはな
りません。 

プンタ・ラドロネス港ではさらに厄介な事態があ
りました。港までトラックで運ばれたグループA貨
物（このときは銅精鉱）がそのまま岸壁倉庫に移
され、そこから直接吸い上げてスパウトでホール
ドに積み込まれたのです。荷送人いわく、倉庫
内はサーベヤーが立ち入って貨物を検査するに
は危険な状況だったため、以下のiMsBcコード
第4.4.3条が守られていませんでした。  

4.4.3 精鉱または液状化のおそれのある他の貨
物については、荷送人は、船に指名された代理
人が検査、試料採取、およびその後の試験の目
的で積送品の山へアクセスすることを容易にし
なければならない。 

積送品の山を調べることができず、その後もス
パウトで高速荷役が行われたため、運送人は不
安を感じました。そこで、船積みが行われている
間、荷役に立ち会っていたサーベヤーと船員が
缶を繰り返しロープでホールド内に下ろし、貨物
のサンプルを採取して缶テストを行いました。 
このときは結局、貨物は乾いていましたが、場合
によっては、貨物が輸送不可の状態であること
が船積み後に初めて分かることもあり、こうな 
ると実務的に深刻な問題が多数発生するでしょ
う。  

貨物の水分値に疑義や懸念がある、もしくはサ
ーベヤーが検査用のサンプルを採取できない場
合は必ず、速やかに現地コレスポンデントに連
絡するようにしてください。

要注意:
スパウトやシュートによる
グループA貨物の船積みは、
船内で液状化リスクが高ま
るおそれあり

Stephen Hunter 
Fleet Manager, Claims London 

shunter@tindallriley.com

一部のグループA貨物に液状化の危険があることは広く知られるようになりました。こうした貨物を
船積みする際には、取るべき対策が数多くあります。



6 | RISK WATCH | FEBRUARY 2023

港が滞船していて錨地にも空きがない場合、着岸までの間、沖合で漂泊を強い

られることがあります。近年は港の滞船が激しくなっているため、沖合で漂泊す

る船の数も増えてきています。この漂泊、一見すると単純な作業に思えるかもし

れませんが、実はさまざまなリスクをはらんでいます。 

沖合での漂泊 
 ベストプラクティス

第3条条文  

「この法律において『運転不自由船』とは、船舶の操縦性能を制 

限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶の 

進路を避けることができない船舶をいう。」   

ただし、主機を停止していたとしても一般的にそれは「異常な事態」
にはあたりません。むしろcOLREG条約においては、単に行き足が

ないだけで引き続き航行中の動力船にあたるため、同条約第23条 

「航行中の動力船」の定めに従い、灯火（通常の航海灯であるマスト

灯、舷灯、船尾灯）を掲げる義務があります。    

航海計画を作成する際は、本記事のガイダンスに加え、ブリタニヤ

のロスプリベンションインサイト「安全な航海計画 - 海運事業者向け

解説」の内容を踏まえて漂泊場

所を検討してください。  

https://bit.ly/3WOQbp1 

  交通 

漂泊中の船舶、つまり単に行き

足がないだけの航行中の船舶

は、航行中と変わらぬ体制で船

橋での航海当直業務を常に行

わなければなりません。目視の

ほかあらゆる可能な手段で注

意深く見張りを行い、衝突のリ

スクがないか確認し、適宜、回

避行動を取る必要があります。

cOLREG条約にははっきり書か

れていませんが、航行中で行き足のある船舶と、明らかに停止して

いて行き足がない船が出会った場合、船の安全を守るのであれば、

前者が後者を回避するのが当然でしょう。ただし漂泊中は、衝突や

接近の危険が高まった場合、舵を取るために必要に応じてエンジン

を動かさなければならないため、その点を注意しておかなければな

りません。 

BRITANNIA LOSS
PREVENTION TEAM
The Club’s loss prevention department
has a wealth of varied seagoing and
shore-based experience including many
years working in P&I loss prevention. 
The team is based in both London and
Singapore and works closely with our
underwriting and claims team and, most
importantly, our Members.

As a department we aim to provide
prompt, credible and informative
guidance to our Members to support
their safe and efficient operations. This
includes producing useful and practical
publications, such as our award winning
BSafe case studies and learning
materials focusing on seafarer safety,
health and security, as well as our new
series of Loss Prevention Insight reports.
We also run regular webinars addressing
topical loss prevention issues. At any one
time we have several research projects
running, all aiming to reduce the number
and frequency of claims by identifying
existing and future risks. With the Loss
Prevention team all being former
seafarers, we understand how important
and critical the provision of relevant
information and training is to help ensure
safe, efficient and claim-free vessel
operations.

INTRODUCTION
A DETAILED PASSAGE PLAN IS AN ESSENTIAL PART OF
ENSURING THE SAFE NAVIGATION OF A VESSEL AND A
DEFECTIVE PASSAGE PLAN OR FAILURE TO EXECUTE A PLAN
CORRECTLY HAVE OFTEN BEEN IDENTIFIED AS CONTRIBUTING
FACTORS LEADING TO GROUNDINGS.

With the recent court rulings in the CMA CGM LIBRA case
(http://ow.ly/LjIb30sc5me) which stated that a defective 
passage plan can render the vessel unseaworthy, this may have
significant consequences with regards to a vessel’s liability in the
event of an incident, and highlights the importance of a robust
and well implemented passage plan. 

Preparing a detailed passage plan can be a substantial task which
requires a systematic approach to ensure that all relevant
information is assessed and included as applicable. This report
provides an overview of some of the important factors and
information to be considered when preparing a safe passage plan.

Firstly, there are three essential requirements under the Safety
of Life At Sea (SOLAS) Convention that need to be complied with
when preparing a passage plan as follows: 

• SOLAS V/19.2.1.4 which requires all vessels (irrespective of
size) to carry the applicable nautical charts and publications to
plan and display the vessel’s route for the intended voyage and to
plot and monitor positions throughout the voyage. An Electronic
Chart display and Information System (ECDIS)1 is also accepted
as meeting this requirement.
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     1 For further information on ECDIS please also see IMO MSC.1/Circ.1503/Rev.1 ECDIS –
   Guidance for good practice.

  本記事では、沖合での漂泊が必要な船舶向けにロスプリベンショ 

ンチームがまとめたガイドラインをご紹介します。

  漂泊場所 

漂泊場所を選ぶ際は、以下の海域を避けましょう。

●  従来より航路となっている海域

●  港界

●  特別敏感海域や養魚場など制限が課されているような海域

●  洋上油田・ガス田

●  漁場

●  分離通航帯および沿岸通航帯
●  軍事演習海域やパイプライン敷設工事が行われている海域 

 など、その他航行上の警告が出されている海域

航海計画では通常、岸壁から岸壁までの航海予定ルートを決めま

すが、安全に漂泊できる海域も決めておくべきでしょう。その際は、

上記の海域を避けることを忘れないでください。漂泊海域を決めたら

海図に明記しておきましょう。 

領海内で漂泊する場合は、現地当局に位置通報が必要になること

があるほか、税関から罰金を科されないよう船内のBond storeを施

錠しておくなど、申告手続きが別途必要になることもあります。この

ような規則があるかどうか、現地の船舶代理店に確認するようにし

てください。  

  航法 

漂泊中、船長はcOLREG条約第3条「定義」の記載に基づき本船を
「運転不自由船」とみなし、同条約第27条「運転不自由船または操
縦性能制限船」に基づき、紅色の全周灯2個、または球形の形象物

2個もしくはこれに類似した形象物2個を垂直線上に掲げてもかまい

ません。 
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機関
漂泊中は、移動速度の上昇や陸地への接近が原因で、または衝突

回避行動を取る目的で、迅速な移動が必要になることもあります。

そのため、プロペラ機関と操舵装置は常に動かせる状態にしておか

なければなりません。漂泊中は、主機や操舵装置が使えなくなるよ

うなメンテナンス作業は行わないほうがよいでしょう。漂泊中に機関

室を無人にしてもよいかは、このガイダンスで指摘している影響を少

なくともきちんと考慮した上で、機関長が船長とよく相談して決めてく

ださい。無人にする場合も、当直機関士に少なくともどれくらい前に

通知するか決めておきましょう。  

天候と気候

漂泊中は、気象予報を確認しながら天候に常に注意するとともに、

潮位や潮流が本船の動きに与える影響からも目を離さないでくださ

い。十分な操船余地を持たせて陸地や他の危険に接近することの

ないよう、漂泊場所を決める際はこうした条件も考慮する必要があり

ます。陸地やその他の海上危険物から離れた場所で常に十分な操

船余地を確保できるよう、通常は、漂泊開始から時間が経つと定期

的に位置を戻す必要が出てきます。オフショア業界では船舶がオフ

ショア設備の近くで漂泊していることも多く、漂泊をしばらく続けたの

ちに低速力で元の位置に戻る行為は、「漂泊と潮上り（laying and

dodging）」もしくは単に「潮上り」と呼ばれています。

天候の悪化が予想される場合は、漂泊位置に問題がないか見直し

たほうがよいでしょう。状況によっては、陸地やその他の海上危険物

からさらに遠ざかって操船余地を増やす必要があります。  

本船の復原力、天候のほか、特にうねりの高さや出会い周期によっ

ては、漂泊中に正横からうねりを受けた場合、船体が激しく横揺れ

することもあるでしょう。激しい横揺れは船員にとって乗り心地が悪 

く、貨物の積付や固縛に悪影響をもたらすこともあります。さらに、燃

料タンクが満タンに近ければ、通気孔から燃料漏れが起きるおそれ

もあります。そのため、漂泊中は海況を常にチェックし、漂泊に適さ

ないと思われる場合は、船体動揺を抑えるために低速運航に移行し

たほうがよいでしょう。 

機関の故障など問題が発生した場合は、緊急時対応マニュアルで

定める手順に慎重に従ってください。助けを求めるのが遅れて座礁

してしまった船舶もこれまで数多くいるため、タグボートなど外部の

助けが必要な場合は速やかに要請しましょう。   

  海賊・武装強盗  
公海での海賊・強盗

リスクは現に多くの海

域で非常に高くなって

いるため、漂泊場所

に選ぶ地点にこうした

リスクがないか知りた

い場合は、 icc/iMB

発行の海賊・武装強
盗発生地図（ Piracy and Armed Robbery Map） （ https://bit.ly/ 

40f9LxG）で、事件の発生件数、性質、発生場所を確認するとよいで

しょう。こうした事件の多くは陸地に近い場所で発生していますが、

海岸から数百海里沖にいた船が襲われた事件も複数あります。

海賊や武装強盗のリスクがある場合は、「ベストマネジメントプラク

ティス」および「ベストマネジメントプラクティス（西アフリカ）」の最新版

に記載の推奨事項、「船会社・船長・船員向けのグローバル海賊対

策ガイダンス（Global counter Piracy Guidance for companies, 

Masters and seafarers）」や英国水路部発行のセキュリティ海図に記

載の事項に、可能な限り従うことをお勧めします。なお、航海灯でデ 

ッキや舷側を照らす場合は、灯火が常にはっきり見えるよう気をつ

ける必要があります。

海賊防止のための自主報告制度がある場合は、参加して適宜報告
することを推奨します。詳しいガイダンスはこちら（https://bit.ly/3W 
RwHjH）をご覧ください。

本件について詳しく知りたい場合は、ロスプリベンションチーム  

（lossprevention@tindallriley.com）までご連絡ください。

Capt. Simon Rapley  
Divisional Director, Loss Prevention London  
srapley@tindallriley.com 

https://bit.ly/3WRwHjH
https://bit.ly/3WRwHjH


一方、貨物に鉄や鋼の切削くずの形状で鉄素材が含まれている場

合は、自然発火や自己発熱が起きやすい材料として分類されます。

切削くずが含まれているスクラップは、iMsBcコードのグループB「切

削鉄くずまたは切削鋼くず」（国連番号2793）に該当し、別の要件を

適用しなければなりません。国連番号2793は、自然発火しやすい性

状がある物質に割り当てられている番号です。 

鉄や鋼はもともと酸化する（錆びる）性質があります。酸化というの

は発熱を伴う（化学）反応で、熱を生成して空気中に放出します。鉄

スクラップが細かく分けられていると、酸化速度が速くなり、熱生成

も速くなります。材料が水分や油分を含んだ布きれのほか、軍事品

スクラップや生きた貝殻、ゴム、プラスチック、布などの燃えやすい

物質を含んでいたり、さらには油で汚染されていたりしても、酸化の

速度はさらに速くなります。

切削くずのかさが小さければ、この熱は空気中に逃げていきます 

が、大量にびっしり詰め込んで（ばら積みで）輸送する場合は、かな

りの熱が保持されます。そのため、貨物全体の温度が上昇してしま

います。 

以散装���几类�物�： 
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このところ、航海中に積荷のスクラップが自己発熱の兆候を見せたという事件が複数報告されています。

いずれも船員がうまく対処したため、船体に即座に危険が及ぶことはありませんでしたが、スクラップの輸

送には危険が伴い、こうした危険を抑えるために正しい対策を知っておくことがいかに重要であるかが浮

き彫りになりました。

スクラップの輸送 

 スクラップ火災とは
船舶で輸送されるスクラップは主に、製品の製造・消費で残ったリ
サイクル可能な材料で構成されています。例えば、自動車部品や建
設資材、金属、鉄板、コイル、帯鋼、切削くずなどで、こうしたもの
がリサイクル工場やスクラップ工場に運ばれているのです。廃棄物
と違い、スクラップには金銭的な価値があります。再生・リサイクル
可能な材料が含まれている場合は特にです。

国際海上固体ばら積み貨物（IMSBC）コード
船舶で輸送される金属スクラップは通常、2種類の形態があります。

ひとつは雑スクラップです。サイズはさまざまで、自動車の車体部品

やコインの大きさほどの金属切削くずを含んでいることもあります。

もうひとつは、鋼材の穴開け、旋削、切断時に出た鉄金属の切削く

ずです。 

リサイクル用鉄スクラップと鋼スクラップに関する
IMSBCコードの規則

●グループc（液状化やその他の輸送上の危険がないと確認されて

いるもの）に分類されていること

●船積み前、船積み中および航海中は可能な限り乾燥を保つこと

●降雨時は船積みしないこと

●すでに船積みされている、もしくはこれから船積み予定のホール
ドのうち、荷役を行うホールド以外はすべてハッチを閉めてから荷 
役を始めること

●必要でない限りは、船積みするホールドのビルジを船外に排出し

ないまま輸送すること

●自然か人工かを問わず、輸送時は貨物の表面のみを換気すること

Capt. Charles Chong 
Loss Prevention Officer, Singapore  
cchong@tindallriley.com 



推奨事項

船積みについて
金属スクラップなどのスクラップ貨物をばら積みする場合は、ホー

ルドのバルクヘッドや床に合板などを養生して保護しましょう。養

生の方法は貨物それぞれの性質や形状によって異なります。そ

の後は、カーゴハッチやレール、ハッチコーミングなど、積み揚げ

時に貨物の通り道となるデッキコーミングを養生しましょう。

大きなかたまりが落下した場合の緩衝剤として、貨物を1層、タン

クトップの上に優しく置きましょう。貨物を積み上げていく際は、高

い位置から貨物を落とさないようにし、タンクトップに過剰な圧が

かからないよう、荷重を分散させるよう最大限努めてください。

また、重いかたまりを高い位置から落として積むと、タンクトップや

サイドホッパーを簡単に突き破ってしまいます。その結果、バラス

トタンクや燃料タンクに穴が開いて中身が漏れてしまうなど、本船

の堪航性に影響が出るおそれがあります。ただ、ホールドに貨物

が満載されてしまうと漏れていても気づきにくいため、ハッチを閉

めたあとにタンクの液位を確認するようにしてください。

このようなスクラップ貨物をばら積み輸送する場合の注意点

●荷送人は、貨物に自己発熱を促す性質がないことを書面で宣言
するか、保証しなければならない。

●積み付ける際は食品から離す。

●運送人は、製造時に使用された切削油で切削くずが汚染されて
いる可能性があること、油分を含んだ布など可燃性の物質が貨物
に含まれている可能性があることを認識しておく必要がある。

●貨物には、船積み前も船積み後も防水対策を施しておく。

●各ホールドのカーゴビルジは、船積み中も航海中もできる限り引
かない。

●船積み前に鉄素材の温度が55℃を上回らないようにする。

●船積みしたあとは、ブルドーザーなどを用いて均等にならし、ホー
ルド内にできる限り小さく収めるようにする。こうすることで、貨物
の密度が増して空気が入りにくくなり、酸化する面積が小さくなる。

●船積み中に表面温度が90℃を超えた場合は荷役を中止し、温度
が85℃未満に下がるまで待つ。また、貨物の温度が65℃未満に
なり、最低直近8時間は温度が一定もしくは大幅な低下傾向にあ
る兆候を示してから必ず出港する。

●輸送中は表面温度を毎日計測する。ただし、ホールドに入らずに
行う必要がある。ホールドに入る必要がある場合は、会社や現地
当局の規則で定める安全装置のほか呼吸装置を装着する。

●航海中はホールド内の換気を行わない。

●貨物の自己発熱によりホールド内が酸素不足で危険な状態にな
るおそれがあることを認識しておく。貨物の表面温度が上昇した
場合は自己発熱の兆候であり、80℃まで上昇すると火災が発生
するおそれがある。ただし、航海途中に発生した場合は、水を使 
っての消火は推奨されない。この場合はブリタニヤに連絡して技
術者のサポートを求める。場合によっては離路して最寄りの港に
緊急入港する必要がある。港内であれば消火に大量の水を使用
しても問題ないが、船体の復原性に注意を払う必要がある。
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●船員がホールドに入る場合、ホールド内は酸素不足で水素が蓄
 積している可能性があるため、特殊な呼吸装置を必ず着用する。

●ビルジにはスクラップからの汚れや油が一定量含まれているおそ
れがあり、排出すると油濁クレームにつながるため、絶対に必要
な場合を除き引いてはならない。

●ホールド付近では禁煙を徹底する。

スクラップ火災というのは、船舶にも貨物にも環境にも多大な被

害を与え、場合によっては命をも奪ってしまうことがあります。船

上でのスクラップ火災の危険を少しでも防ぐには、傭船者や荷送

人と密に連携し、貨物の性質を把握した上で積付計画を立てるこ

とが重要です。

本記事の完全版は、ブリタニヤウェブサイト内のknowledge Base 

( https://bit.ly/40hzEwQ )でご覧いただけます。 

船上でのスクラップ火災を防ぐ対策

●荷役中の船長のサポート役として認定サーベヤーを手配し、貨物
に放射性物質や可燃性物質が含まれていないか確認してもらう。

●船積みする貨物は、現地の規則や国際規則に基づき荷送人が分  
類する。

●荷送人は、船積みする貨物が自己発熱を促すような切削くずを含
んでいないこと、ならびに放射線を発していないことを書面で証明
する。

●荷送人の要求やiMsBcコードで定めた標準的な船積み手順に従 
ってホールドを準備する。

●鉄素材を含んだ金属スクラップは、乾いた状態で積み込み、航海
中も乾いた状態を保つ。

●荷送人は、貨物表面の換気を人工もしくは自然な方法で行うかな
ど、貨物の換気条件を指定する。人工換気は本質的に安全な装
置を用いて行う。

●火災のリスクを減らすため、油が染みた布きれや紙などの燃えや
すい物は指定の場所に分けて積む。

●加圧ガスや燃料、油、内燃機関、放射性物質、可燃性物質などを
含む品物は積まない。

●中古の内燃機関部品に入っている油や燃料、水などの液体はす
べて抜いておく。

●電子機器については、回路のショートなどの不具合で火花が出な
いよう、定期的に状態をチェックする。

●可燃性物質の取り扱いや保管を正しく行えるよう、船員を訓練す
る。

●船員が火災の兆候を早期に発見し、火災発生時もスムーズに対  
応できるよう、火災訓練を定期的に行う。
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スクラップの輸送 

 スクラップ火災とは (続き) 
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本件は、船荷証券の原本が呈示されないことに対する補償状と引き

換えに、運送人であるkch shippingがインドの港の貯蔵地に荷揚げ

した石炭貨物に関する仲裁判断の上訴を受けた、英国高等法院の

判決である。船荷証券はcongenbill書式であり、ヘーグ・ヴィスビー

規則の適用を受けるものであった。FiMBankは貨物の購入資金を融

資し、船荷証券の原本を担保として所持していた。FiMBankは、石炭

の引渡しを要求することで担保を実行しようとしたが、貨物は、kch 

shippingが発行した荷渡指図書に基づき、荷受人が既に貯蔵地から

受け取っていた。そこでFiMBankは、貨物のミスデリバリー（誤配）を

理由に損害賠償を請求した。 

 

FiMBANk PLc v kch shiPPiNG cO LtD [2022] EWhc 2400  

 

運送人の特定に関する誤解のため、FiMBankは、貨物の引渡しから

12ヶ月以上経過してから、kch shipping に対して仲裁を提起した。

kch shippingは、以下のヘーグ・ヴィスビー規則2条6項に依拠して

出訴期限と徒過していると反論した。 

 

「運送人及び船舶は、いかなる場合においても、物品の引渡しの後

又は物品が引き渡されるべきであった日から1年以内に訴えが提起

されない限り、当該物品に関するすべての責任を免れる。」 

 

高等法院は、上訴審において次の2点の判断を求められた。 

 

1 貨物の誤配に対する請求が荷揚げ後に行われた場合、時間的制

約が適用されるかどうか。 

 

2 congenbillの2条c項によって、ハーグ・ヴィスビー規則が荷揚後の

期間に適用がなくなるか（よって、同規則が運送人に与えるすべて

の保護がなくなるか） 

 

裁判所は、本件のような状況において政策的に出訴制限が適用さ

れる、なぜならば、出訴制限の目的は、運送人が「帳簿を締める」こ

とを可能にして、終局性を実現することにあるからである、と判断し

た。裁判所は、船積前および荷揚後の黙示的条件としてヘーグ・ヴィ

スビー規則が適用される、という議論もあると述べた。 

 

 
 
 
荷揚げ後の運送人によるミスデリバリー 
1年出訴期限が適用される Joanna Morgan,   

Associate Director, London 
jmorgan@tindallriley.com
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congenbillの2条c項は、「運送人は、いかなる場合においても、船舶

への船積前および船舶からの荷揚後に生じた貨物の滅失及び損傷

について、それがいかなる経緯で生じたものであっても、責任を負わ

ないものとする...」と規定している。裁判所は、この条項の目的を、船

舶から荷揚後の貨物の滅失または損傷に対する運送人の責任を免

除することであると判断した。裁判所は、この条項の効果が、利用で

きるはずの時間的制限の利益を運送人から奪うものであるとすれ 

ば、それは非合理的であると述べた。 

 

本決定は、補償を受ける運送人が貨物引渡しから12ヶ月以内にミス

デリバリー・クレームを受けていない場合、船荷証券の原本を呈示

せずに貨物の荷揚げと引き換えに交付する補償状の発行者に、確

実性を提供するものである。貨物の荷揚げから12ヶ月以上経過して

からの請求は、出訴期限に抵触する可能性が高い。



 
 
船主は何時、安全上の理由から航海傭
船者の指示を拒否し、デマレージのため
の時間を停止することができるか？  

12 | RISK WATCH | FEBRUARY 2023

Colin Chung,  
Fleet Manager, Singapore 
cchung@tindallriley.com

事実 

船主は、修正されたshellvoy 6書式に基づいて、タンカーを航海傭船

者に供した。傭船契約では、航海指示は、船舶が安全に浮遊してい

られる場所に限ると規定されていた。また、船主は、傭船者の航海

指示が安全であることを条件として、その指示に従わなければなら

ないとも規定されていた。傭船契約に含まれるQ88（ intertanko 

chartering Questionnaire 88）には、本船の余裕水深（Ukc: Under 

keel clearance）指針が記載されていた。 

 

cM P-MAX iii LiMitED v PEtROLEOs DEL NORtE sA [2022] EWhc 

2147 (comm) (the stENA PRiMORsk)  

 

傭船者は、本船をデラウェア川の荷揚港（予定バースの水深は

12.19m）への寄港を指示した。本船の喫水は12.15mであったが、

1.6mの潮位による変動が予想されていた。船長はリスク評価を実施

し、本船のテクニカル・マネージャーにUkc指針の適用除外を求め 

た。テクニカル・マネージャーは、船舶の喫水が満潮時の河川／バ

ースの喫水と同じかそれ以下であるとの前提で、適用除外を認め 

た。また船長は、ターミナルと協議の上、迅速な揚荷役を行うよう求

められた。 
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本船が揚荷役バースに到着した後、ターミナルは、少なくとも荷役を

始めてすぐは荷揚速度を下げて荷役を行う必要があると、船長に伝

えた。船長の計算によると、その荷揚速度は、安全なUkcを維持す

るために必要な速度より遅かった。 

 

そこで船長は、バースを離れ、錨地に戻る決断をした。その後、より

早い荷揚速度を実現できる別のバースが利用可能になったため、傭

船者は、そこでの荷揚げを本船に求めた。船長は、さらなる Ukc計

算とリスク評価を行い、再度の適用除外をテクニカル・マネージャー

に求めた。しかしテクニカル・マネージャーは、安全域が狭すぎるこ 

と、及び、船が着底するリスクを軽減するための十分な管理が行わ

れていないことを理由に、今回は適用除外を認めなかった。そのた

め船長は、貨物の一部を瀬取りしないまま代替バースに移動するこ

とを拒否した。 

 

その結果、失われた時間に対するデマレージ及び瀬取費用に関し、

紛争が生じた。 

 

決定及び説明 

裁判所は、船長がUkc指針の適用除外を要求したにもかかわらず、

船主のテクニカル・マネージャーがその裁量によって、適用除外を認

めずに本船が着桟することを拒否したことは正しかったと判断した。

テクニカル・マネージャーの判断は、傭船契約で想定されていたリス

ク分析のプロセスであった。 

 

裁判所は、船舶の安全を脅かす可能性のある傭船者の命令を船主

は拒否することができると判示した。傭船者の命令に従わないという

船主側の懈怠がない限り、デマレージのための時間経過は中断され

ない。船主が傭船契約によって認められた方法で行動する場合、船

主に懈怠があるとは考えにくく、船舶の安全が脅かされる可能性が

ある場合に懈怠を立証するのは容易ではない。 

 

裁判所は、船舶に危険が及ぶ可能性のある運航上の決定に直面し

た船長や船主の側に立つことが多い。本件は、ジレンマの状況下で

決断をする合理的な船長の行動について疑義を呈することを、裁判

所が拒否した例である。 



britanniapandi.com 
britanniacommunications@tindallriley.com 
 
 




